
令和   年   月   日 

大辺路森林組合 御中 

 

                 郵便番号 

                 住   所 

                              ふりがな 

                              氏   名                印 

                              電話番号 

                              生年月日 昭・平・令   年   月   日 

                 ※署名または記名押印で、ご記入お願いします。 

 

相  続  加  入  申  込  書 

 

   この度、定款第１０条の規定により被相続人下記持分を承継致したく 

  申込みいたします。 

 

 

 １．被相続人（死亡した組合員）住所 

                  氏名                                       

 

 

 ２．相 続 人        住所 

                  氏名                                       

 

 

 ３．相続年月日                年   月   日   

 

 

 ４．出 資 口 数          口 

 

 

 ５．出 資 金 額          円 

 

※ 相続人であって組合員たる資格を有するものが数人あるときは、その相続人の同意を 

もって選任された 1人の相続人であることの証明が必要 

 

※暴力団等（暴力団による不当な行為防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 

条第 6 号に規定する暴力団 員(以下この項において「暴力団員」という。)又は暴力団員

でなくなった日から 5 年を経過しないものをいう。 以下同じ）又は暴力団員等がその

事業活動を支配するものに該当しないこの表明並びに将来にわたっても該当 しないこ

とを確約する。 



 

出資証券紛失届 

 

 

 

 私は、大辺路森林組合発行の出資証券（ 第     号 ）を紛失したのでお届けする

とともに、出資証券の再発行をお願いします。 

 なお、本日以前に発行された旧出資証券は無効とすることに同意します。 

 

 

 

 

記 

 

 

 １．紛失した出資証券の枚数             枚 

  

２．紛失した出資証券の合計金額           円    

 

 

                          令和   年   月   日 

 

 

 

大辺路森林組合 

 

代表理事組合長 三本 修平  殿 

 

 

 

               住  所                       

 

                             ふ り が な 

                             氏  名                    印  

 

 

 

 

         

  



 

同  意  書 

 

 

 私たちは、            名義の出資にかかる持分        円を    

下記の者が相続することに同意いたします。 

 尚、第三者から異議申立が合った場合についても責任を負い、貴組合は一切関知しない。 

 

 

記 

相続人 住 所： 

                  氏 名： 

                          （続柄：     ） 

 令和  年  月  日 

 

   大辺路森林組合 様 

 

         住 所： 

                  氏 名：                 ㊞ 

                          （続柄：     ） 

 

 

         住 所： 

                  氏 名：                 ㊞ 

                          （続柄：     ） 

 

 

         住 所： 

                  氏 名：                 ㊞ 

                          （続柄：     ） 

 

 

         住 所： 

                  氏 名：                 ㊞ 

                          （続柄：     ） 

 

 

 

   

 


